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（事業財産承継部 新垣・清水・浅原・石井・石田）お問い合わせはコチラ⇒

大増税時代に今から備える自社株贈与
日経平均が下がってる今がチャンス

㈱日本相続コンサルタンツ

FAX： 従業員数：

資料送付を希望

円滑な事業承継対策の一環として、生前に自社株を後継者に移転する方法があります。

そのときに行う自社株の評価の一つに、「類似業種の株価」を基準とする方法があります。

「類似業種株価」は、上場している同業種の会社の平均値により算出されます。

日経平均株価が年初一時上昇しましたが、欧州危機等の影響で日経平均株価が下がり、

「類似業種の株価が下落」しています。

これに伴い、自社株の評価も低くなる場合がありますので、今は自社株贈与の絶好の

タイミングといえます。

また、日本は財政再建に向けた大増税時代を迎えようとしています。

24年度税制改正では、23年度に見送られた、高額所得者の所得税増税や相続税増税を実施

する方針が明らかになっております。今後、資産家への課税強化が予想される中、

今だからできる節税策、自社株贈与等を検討してみませんか。
日経平均株価

平成22年12月30日 10,228円 → 平成23年10月14日 8,747円

※株価を計算する場合、

①前年の平均、②評価月の平均、③評価月の前月の平均、④評価月の前々月の平均、

の金額のうち、最も低い価額を適用することができます。

◇評価額が下がると、少ない金額でより多くの株式贈与が可能です

規模の大きい会社ほど上記の下落率の影響を受け、自社株評価が昨年に比べ大きく下がります。

1株あたりの評価額が下がると、少ない金額でより多くの株式贈与又は売買が可能になります。

株価が下がっている今、自社の株式の異動をご検討してみてはいかがでしょうか？
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